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三
重
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則

平
成
二
十
三
年
一
月
二
十
八
日

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

改
正

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
三
重
県
規
則
第
四
号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
三
重
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
三
重
県
条
例
第
四
十
八
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
不
当
要
求
行
為
）

第
二
条

条
例
第
七
条
の
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
（
以
下
「
公
安
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
不
当

要
求
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

暴
力
行
為
又
は
脅
迫
行
為

二

正
当
な
理
由
な
く
面
会
を
強
要
す
る
行
為

三

粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
に
よ
り
他
人
に
不
安
又
は
嫌
悪
の
情
を
抱
か
せ
る
行
為

四

正
当
な
権
利
行
使
を
装
い
、
又
は
社
会
常
識
を
逸
脱
し
た
手
段
に
よ
り
金
銭
又
は
権
利
を
不
当
に
要
求
す

る
行
為

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
の
事
務
事
業
の
遂
行
又
は
執
務
環
境
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
に
支
障

を
生
じ
さ
せ
る
行
為

（
命
令
の
方
法
）

第
三
条

条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
中
止
命
令
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
緊
急
を
要
し
、
中
止
命
令
書
に
よ
り
行
う
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
口
頭
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

三
重
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
緊

急
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は
、当
該
違
反
行
為
の
発
生
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３

警
察
署
長
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
口
頭
の
命
令
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
命
令
を
行
っ
た
後

相
当
の
期
間
内
に
理
由
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
、
当
該
命
令
を
行
っ
た
理
由
を
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
口
頭
の
命
令
を
受
け
た
者
の
所
在
が
判
明
し
な
く
な
っ
た
と
き
そ
の
他
命
令
を
行
っ
た
後
に
お

い
て
当
該
命
令
を
行
っ
た
理
由
を
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
弁
明
の
機
会
の
付
与
）

第
四
条

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
を
緊
急
に
行
お
う
と
す
る
場
合
を
除
き
、当
該
命
令
に
係
る
者
に
対
し
、

弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
弁
明
の
機
会
を
与
え
る
と
き
は
、
弁
明
通
知
書
（
第
三
号
様
式
）
に

よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
弁
明
の
聴
取
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
を
指
定
さ
れ
た

場
合
を
除
き
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
弁
明
書
（
第
四
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５

弁
明
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
弁
明
を
す
る
に
当
た
り
、
証
拠
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
弁
明
書
の
提
出
の
期
限
又
は
口
頭

に
よ
る
弁
明
の
聴
取
の
日
時
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

７

公
安
委
員
会
は
、
弁
明
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
弁
明
書
の
提
出
の
期
限
ま
で
に
当
該
弁
明
書
の
提
出
を
せ
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ず
、
又
は
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
の
日
時
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

（
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
）

第
五
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
三
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
を
行
う
と
き
は
、
警
察
本
部
長

が
指
定
す
る
警
察
職
員
に
当
該
弁
明
を
聴
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
弁
明
を
指
定
さ
れ
た
者
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
弁
明
の
日
時
等
変
更
申
出
書
（
第
五
号
様
式
）
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る

弁
明
の
日
時
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
の
日
時
又
は
場

所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
の
日
時
若
し
く
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
る
弁
明
の
聴
取
の
日
時
又
は
場
所
を

変
更
し
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
弁
明
の
聴
取
の
日
時
等
決
定
通
知
書
（
第
六
号
様
式
）
に
よ

り
、
口
頭
に
よ
る
弁
明
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
暴
力
団
事
務
所
の
開
設
及
び
運
営
を
禁
止
す
る
区
域
の
設
定
の
基
準
と
な
る
施
設
）

第
六
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
で
主

と
し
て
外
国
人
の
児
童
、
生
徒
及
び
幼
児
に
対
し
て
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育
を
行
う
も
の

二

社
会
教
育
調
査
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
三
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
青
少
年
教

育
施
設

（
旅
館
事
業
者
等
か
ら
の
暴
力
団
排
除
対
策
）

第
七
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ホ
テ
ル
営
業
を
営
む
者

及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
旅
館
営
業
を
営
む
者

二

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
た
ゴ
ル
フ
場

を
営
む
者

（
調
査
の
手
続
）

第
八
条

公
安
委
員
会
は
、
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
と
き
は
、
説
明

・
資
料
提
出
要
求
書
（
第
七
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
る
説
明

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
資
料
の
提
出
を
行
わ
な
い
と
き
を
除
き
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
説
明
・
資
料

提
出
書
（
第
八
号
様
式
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
説
明
・
資
料

提
出
書
の
提
出
の
期
限
又
は
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
の
日
時
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

５

公
安
委
員
会
は
、
説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
が
、
説
明
・
資
料
提
出
書
の
提
出
の
期
限
ま
で
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に
当
該
説
明
・
資
料
提
出
書
の
提
出
を
せ
ず
、又
は
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
の
日
時
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、

説
明
又
は
資
料
の
提
出
を
拒
ん
だ
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
）

第
九
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
を
行
う
と
き
は
、
警
察
本
部
長

が
指
定
す
る
警
察
職
員
に
当
該
説
明
を
聴
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が

あ
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
説
明
の
日
時
等
変
更
申
出
書
（
第
九
号
様
式
）
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る

説
明
の
日
時
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
の
日
時
又
は
場

所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
の
日
時
若
し
く
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
る
説
明
の
聴
取
の
日
時
若
し
く
は
場

所
を
変
更
し
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
説
明
の
聴
取
の
日
時
等
決
定
通
知
書
（
第
十
号
様
式
）

に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
勧
告
の
方
法
）

第
十
条

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
勧
告
は
、
勧
告
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
公
表
の
方
法
等
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
三
重
県
公
報
へ
の
登
載
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
公
表
の
内
容
は
、
条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
公
表
を
し
よ
う
と
す
る

者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

並
び
に
公
表
の
原
因
と
な
る
事
実
と
す
る
。

（
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
）

第
十
二
条

条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
を
述
べ
る
機
会
の
付
与
は
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取

を
行
う
も
の
と
し
、
公
安
委
員
会
は
、
公
表
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
意
見
の
聴
取
通
知
書
（
第
十
二
号

様
式
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
代
え
て
申
述
書
（
第
十
三
号
様
式
）

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
意
見
を
述
べ
る
に
当
た
り
、
証
拠
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日

又
は
申
述
書
の
提
出
の
期
限
ま
で
に
相
当
な
期
間
を
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５

公
安
委
員
会
は
、
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
が
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
出
頭
し
な
い
と
き

又
は
申
述
書
の
提
出
の
期
限
ま
で
に
当
該
申
述
書
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
意
見
が
な
い
も
の
と
し
て
取
り

扱
う
も
の
と
す
る
。

（
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

第
十
三
条

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
と
き
は
、
警
察
本
部

長
が
指
定
す
る
警
察
職
員
に
当
該
意
見
を
聴
取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
者
で
、
口
頭
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
病
気
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
公
安
委
員
会
に
対
し
、
意
見
の
陳
述
の
期
日
等
変
更
申
出
書
（
第
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十
四
号
様
式
）
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
陳
述
の
期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日
又
は
場

所
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日
若
し
く
は
場
所
を
変
更
し
た
と
き

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
の
期
日
若
し
く
は
場

所
を
変
更
し
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
意
見
の
聴
取
の
期
日
等
決
定
通
知
書
（
第
十
五
号
様
式
）

に
よ
り
、
口
頭
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
代
理
人
の
選
任
）

第
十
四
条

弁
明
の
機
会
を
付
与
さ
れ
た
者
、
説
明
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
又
は
意
見
を
述
べ

る
機
会
を
付
与
さ
れ
た
者
（
以
下
「
当
事
者
」
と
い
う
。）
は
、
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
理
人
は
、
各
自
、
当
事
者
の
た
め
に
、
弁
明
の
聴
取
、
説
明
若
し
く
は
資
料
の
提
出
又
は
意
見
の
聴
取
に

関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

当
事
者
は
、
代
理
人
の
資
格
に
つ
い
て
、
代
理
人
選
任
届
出
書
（
第
十
六
号
様
式
）
を
公
安
委
員
会
に
提
出

し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

当
事
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
代
理
人
が
そ
の
資
格
を
失
っ
た
と
き
は
、
代
理
人
資
格
喪
失

届
出
書
（
第
十
七
号
様
式
）
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
、
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
警
察
本
部
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
七
日
三
重
県
規
則
第
四
号
）

こ
の
規
則
は
、
少
年
院
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


